
京都市交通局ＩＣ証票取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和元年９月３０日 

                            京都市公営企業管理者   

                            交通局長 山本 耕治   

京都市交通局管理規程第９号 

  京都市交通局ＩＣ証票取扱規程の一部を改正する規程 

 京都市交通局ＩＣ証票取扱規程の一部を次のように改正する。 

 第２９条第２項を削る。 

 別表第３第１号市内中心フリーの項中「９，２４０」を「９，６６０」に改め，同表同

号市内中心フリー＋高雄地域フリーの項中「１０，０８０」を「１０，５００」に改め，

同表同号市内中心フリー＋高雄地域フリー拡大版の項中「１５，１２０」を「１５，９６

０」に改め，同表同号市内中心フリー＋桂地域フリーの項中「１０，９２０」を「１１，

３４０」に改め，同表同号市内中心フリー＋桂・洛西地域フリーの項中「１２，１８０」

を「１２，６００」に改め，同表同号桂・洛西地域フリーの項中「９，６６０」を「１０，

０８０」に改め，同表第２号１区の項中「９，０７０」を「９，２４０」に改め，同表同

号２区の項中「１０，８００」を「１１，０００」に改め，同表同号３区の項中「１２，

１００」を「１２，３３０」に改め，同表同号４区の項中「１３，９９０」を「１３，６

４０」に改め，同表同号５区の項中「１４，６９０」を「１４，９７０」に改め，同表同

号特定１区の項中「８，２１０」を「８，３７０」に改め，同表同号特定２区の項中「１

０，３７０」を「１０，５７０」に改め，同表第３号乗合自動車及び高速鉄道全線の項中

「１８，４４０」を「１９，０３０」に改める。 

   附 則 

この規程は，令和元年１０月１日から施行する。 

（交通局営業推進室） 

 


